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処方箋受付 及び 情報提供について

調剤基本料3ロに関する事項

調剤管理料に関する事項

服薬管理指導料等に関する事項

在宅患者訪問薬剤管理指導料等に関する事項

　当薬局は厚生労働省所定の調剤基本料3ロの基準を満たしており、厚生労働省所定の点数を算定しております。

　当薬局では、お薬を安全で安心してご利用頂くために、薬剤服用歴を活用しています。処方された薬剤について、お客様等から服薬状況等の情報を取集し、必要な薬学的分
析を行ったうえで、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき厚生労働省所定の調剤管理料を算定しております。

当薬局は薬剤服用歴に基づき、お薬の服用に関してご説明やお薬の説明文書を用いた情報提供を行い、処方薬や情報提供内容等の記録管理を行った場合であって、以下の場合
に応じて厚生労働省所定の服薬管理指導料を算定しております。
■前回から3カ月以内に再度処方箋を持参したお客様への情報提供等の場合
■前回から3カ月経過しているまたはお薬手帳の持参又は提示のないお客様への情報提供等の場合
■特別養護老人ホームに入居しているお客様への情報提供等の場合
■情報通信機器を用いた情報提供を行い、前回から3カ月以内に処方箋を提出したお客様の場合
■情報通信機器を用いた情報提供を行い、前回から3カ月経過しているまたはお薬手帳の持参又は提示のないお客様の場合

　当薬局は、処方箋発行保険医の指示により、寝たきり等在宅で療養されていて通院が困難なお客様のご自宅や社会福祉施設又は障害者施設等へ処方箋に基づいて調剤したお
薬を持参して、お薬の服用に関してご説明やお薬の説明文書を用いた情報提供を行い、お薬等の総合的な管理等を行った場合、厚生労働省所定の在宅患者訪問薬剤管理指導料
等を算定しております。
　また、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っているお客様に対して、投与及び保管の状況、副作用の有無等についてお客様等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った
場合は厚生労働省所定の在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定しています。在宅中心静脈栄養法を行っているお客様に対して、投与及び保管の状況、配合変化の有無に
ついて確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は厚生労働省所定の在宅中心静脈栄養法加算を算定しております。

※ 厚生労働省所定の費用の詳細は、別掲示物「調剤報酬点数一覧表」をご参照ください

※ 処方箋の有効期限は発行日を含め原則4日以内です

※ 当薬局で取り扱いのないお薬もお取り寄せいたします

0242-260202


